
テ
ー
マ
２
（
特
許
機
械
２
）

事
例
研
究
１

　　　

事例研究１　テーマ２（特許機械２）
技術常識等を踏まえた進歩性判断

論 点

論点１：�進歩性判断における「技術常識」や「周知技術」の意味、技術常識
等を検討する背景について

論点２：技術常識等をどのように認定するとよいのか

論点３：技術常識等を踏まえ、相違点をどのように判断するとよいのか 

論点４：審判合議体が職権を発動して技術常識等を認定する際の留意事項

主 な
参考審判決

ㅡ事例①：知財高判令和６年５月２３日（令和６年（行ケ）第１０００２号、
「土木工事用不織布およびその製造方法」事件）（無効２０２２－
８０００６５）
ㅡ事例②：知財高判令和６年６月２４日（令和５年（行ケ）第１００６１号、
「燃焼器及びボイラ」事件）（異議２０２１－７００７８９）
ㅡ事例③：知財高判令和７年３月２４日（令和６年（行ケ）第１００４９号、
「ビークル」事件）（不服２０２３－００５９６３）
ㅡ事例④：知財高判令和７年２月２０日（令和６年（行ケ）第１００３７号、
「木質複合材及び床材」事件）（異議２０２２－７０１１３４）
ㅡ事例⑤：知財高判令和６年７月１８日（令和５年（行ケ）第１０１０３号、
「光フェルール及び光フェルール金型」事件）（不服２０２１－
０１３６９４）
ㅡ事例⑥：知財高判令和６年３月１８日（令和４年（行ケ）第１０１１０号、
「鋼管矢板式係船岸およびその設計方法」事件）（無効２０２１－
８０００２３）

（1） 【進歩性×】：進歩性が否定された判決。【進歩性○】：進歩性が肯定された判決。

１．関連する審判決の概要
（１��）事例①：知財高判令和６年５月２３日
（令和６年（行ケ）第１０００２号、「土木工
事用不織布およびその製造方法」事件）（無
効２０２２－８０００６５）【進歩性×（1）】

　無効審判で無効とされなかった請求項につ
いて請求人が出訴し、審決が取り消された事
例である。本件発明は黒色繊維の混合比率を
１０～９０％とした土木工事用不織布である。
引用発明は原告製品である工事用不織布
（８００Ｚ製品）で黒色繊維の混合比率が
７．５％であり、主に、黒色繊維の混合比率の
相違点の判断について争われた。判決は、土

木工事用シートにおいて、所望の効果が発揮
できる量で黒色繊維を混合すればよいとの技
術常識や、製品の色の濃さは一様でなく（多
様である）、白色の製品、灰色の斑模様の製
品とともに濃灰色ないし黒色の製品も使用さ
れているとの技術常識を認定し、黒色繊維の
比率を増減することは設計事項にすぎないこ
と、及び、製品開発において仕様変更は当然
試みられることであり、黒色繊維の比率を
７．５％より高める動機はあることを判示した。
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（２�）事例②：知財高判令和６年６月２４日
（令和５年（行ケ）第１００６１号、「燃焼
器及びボイラ」事件）（異議２０２１－
７００７８９）【進歩性×】

　取消決定が維持された事例である。本件発
明は、バーナの中心からアンモニアを噴射し、
周囲から第２燃料（微粉炭）及び燃焼用空気を
噴射することを特徴とする燃焼器またはそれ
を備えたボイラである。甲２発明（主引用発
明）は、バーナに微粉炭を一次空気とともに
供給して燃焼させる石炭炊きボイラである。
甲１技術（副引用例の技術）は、中心からアン
モニアを噴射し、周囲からコークス炉ガス及
び燃焼用空気を噴射する態様のものである。
　判決は、本件特許の出願当時、二酸化炭素
排出量低減が社会的要請ないし周知の課題で
あったこと、また、アンモニアの燃焼熱の熱
源としての利用は技術常識であったことを認
定し、甲２発明と甲１技術が、燃焼熱を利用
する装置という同じ技術分野に属すること、
周知課題及び技術常識を踏まえると課題及び
解決手段が共通していることから、甲２発明
に甲１技術を適用する動機付けがあると判示
した。

（３�）事例③：知財高判令和７年３月２４日
（令和６年（行ケ）第１００４９号、「ビー
ク ル 」 事 件 ）（ 不 服 ２ ０ ２ ３ －
００５９６３）【進歩性◯】

　拒絶審決を取り消した事例である。本件発
明と引用発明に共通する制御の中核は、エン
ジンのトルク・回転数の特性に基づき、バッ
テリの供給可能な電力が低下する場合でも応
答性を担保するため、供給電力が低下する場
合には、加速に先立ち動作点を高回転速度か
つ低トルク側へと変更し、エンジンの余裕ト

（2） 事例③の審決は、判決で証拠不十分とされた説示に続き、「ハイブリッドビークルの技術分野において、バッ
テリの温度低下時やＳＯＣ（充電残量）低下時にバッテリの供給可能電力が低下すること。」は、きわめて周知の
技術的事項（「周知事項」）であることを２つの公報を挙げて示したうえで、引用発明において課題を解決するた

ルクを増大させる（発電用電動機の負荷トル
クを減少することによりエンジンの回転速度
を増速する）ことにある。これはバッテリの
出力不足をエンジンの余裕トルクによる発電
で補うための制御である。
　相違点は、本件発明が「リーン姿勢で旋回
可能に構成された」車両又は「ドローン」で
あるのに対し、引用発明が「車両」であるこ
と、及び、概略、本件発明が推進用電動機の
出力のみによって駆動される場合は、バッテ
リの供給可能な電力に関わらずに制御を実施
し、バッテリのエネルギー貯蔵量に応じて負
荷トルクを減少させるのに対し、引用発明は、
バッテリ温度が低く供給可能な電力が低下す
る場合にはバッテリ温度が低いほど余裕トル
クを増加させる（負荷トルクを減少させる）制
御を行うことである。
　審決は、リーン姿勢で旋回可能に構成され
た車両とそのバッテリは、一般的に小型で
あってバッテリの供給可能電力が低いという
状態は、引用発明のバッテリの温度が低下し
た場合と共通する課題を内在すると認定しつ
つ、引用発明から容易想到であると判断した。
　判決は、審決の相違点判断の根拠となる理
由は、課題の共通性から動機付けがあるとの
趣旨に解した上で検討した。そして、「リー
ン姿勢で旋回可能に構成された車両」（バッテ
リが小型である場合）について、バッテリか
ら供給可能な電力が低いとの課題が一般的に
存在すると認めるには足りないから、引用発
明が解決する課題と、「リーン姿勢で旋回可
能に構成された車両」が一般的に有する課題
が共通すると認めるには足りず、課題が共通
するために動機付けがあると認めることもで
きないとし、審決は判断の理由を示していな
いと結論付けた（2）。
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（４�）事例④（3）：知財高判令和７年２月２０日
（令和６年（行ケ）第１００３７号、「木質
複合材及び床材」事件）（異議２０２２－
７０１１３４）【進歩性×】

　取消決定を維持した事例である。判決は、
相違点１～４（密度、厚さ・長さ・幅、繊維
配向、長さ）について、技術常識等を踏まえ
た数値等の好適化であることを丁寧に説示し
た。例えば、木質ボードを構成する小薄片の
厚さ・長さ・幅の数値限定に係る相違点２に
ついて、複数の証拠から木質ボードの均質性、
強度等との定性的な関係は技術常識であった
ことを認定し、さらに複数の証拠に記載の厚
さ・長さ・幅の数値を「別表」として判決末
尾に添付し、かかる数値は「発明の課題や製
造方法等の技術的事項の相違にもかかわらず、
概ね一定の範囲にあることが認められる。」
とした。そして定性的な関係があるとの技術
常識を踏まえ、用途に応じて原材料の寸法の
数値を好適化することは、当業者の通常の創
作能力の範囲内の事項であると判示した。

（５�）事例⑤：知財高判令和６年７月１８日
（令和５年（行ケ）第１０１０３号、「光フェ
ルール及び光フェルール金型」事件）（不
服２０２１－０１３６９４）【新規性・進
歩性×】

　拒絶審決を維持した事例である。本件発明
は、金型の合わせ目に起因して生じる光フェ
ルールのバリ（分割線加工物）の位置に関する。
コネクタ光結合ユニット（光フェルール）であ
る引用発明には、成形が金型による成形であ
ること、成形品にバリがあることの記載や示

めに制御を行うにあたり、供給可能な電力が低下する場合として、上記周知事項に鑑みて、バッテリ温度が低
い場合に代えて、あるいはこれに加えて、ＳОＣが低下した場合を採用することは容易であると説示している。
こうした、周知事項を根拠とした説示は判決により採用されていないが（当該説示は、証拠不十分とされた説示
とは分けて読める）、審決の説示全体としてみれば、判決により認められなかったのは意外とする旨の声があった。

（3） 事例④の関連事例として、知財高判令和７年２月２０日（令和６年（行ケ）第１００５３号、「木質ボード」事件）
（異議２０２２－７０１０９１）がある。この関連事例では「別表」を掲げていない分、少ない証拠で事例④と
同様の判断をしている。

唆がない。原告は相違点の認定と容易想到性
の判断について争った。判決は、光フェルー
ルを金型により成形する技術常識、金型成形
品にバリができる技術常識、成形品を金型か
ら取り出すときにひっかかりとなるような部
分（アンダーカット）が存在しないようにする
金型設計上の技術常識、及びバリを目立たな
くするための金型設計上の技術常識を踏まえ、
バリの位置を相違点１～３に係る本件発明の
位置とすることは、引用発明の外形形状から
必然的に決定されると判示した。

（６�）事例⑥：知財高判令和６年３月１８日
（令和４年（行ケ）第１０１１０号、「鋼管
矢板式係船岸およびその設計方法」事件）
（無効２０２１－８０００２３）【進歩性�
〇】

　無効審判の請求不成立審決を維持した事例
である。本件発明は、港湾で船を係留する係
船岸の鋼材降伏強度を数値で特定するととも
に、鋼管矢板壁の剛度を表すパラメータであ
るρを地盤反力係数Ｉｈとの関係で表す式が
特定されたものである。引用発明では鋼材降
伏強度が不明であり、ρとＩｈの相関につい
ての記載もない。
　判決は、公知の関係式におけるパラメータ
の関係（ρの値を大きくすればＭＦ／ＭＴ

（モーメント比）を小さくできること、降伏強
度の特性値が高いほどρの値が大きくなるこ
と）等が技術常識であるとしても、引用例に
はρの値を地盤係数Ｉｈの関係式として限定
することについての記載がないこと、ρの式
の技術的意義であるＭＦ／ＭＴの値が最大で
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１．１程度となるとともにρとの関係でＭＦ／
ＭＴの変化が小さい領域をρの値により画す
ることについての記載がないこと、さらに従
来は鋼管矢板式係船岸にはＪＩＳ規格のＳＫ
Ｙ４００又はＳＫＹ４９０のいずれか鋼材を
用いることが前提となっており、当業者が
４００Ｎ／ｍｍ２以上の鋼材（ＳＫＹ４９０
より鋼材降伏強度が大きいもの）を用いる動
機付けがあったとは認められないから、引用
発明からρの式を導出することを当業者が容
易になし得たとはいえないと判断した。

２．論点及び検討結果
［緒言］
　近時の裁判例から、裁判所は、引用例に相
違点に係る具体的な記載や示唆がない場合で
あっても、技術常識等（技術常識や周知な課
題・周知技術、従来当然の前提等を含む）を
認定した上で、進歩性の判断をしていること
が少なくない。当業者に一般的に知られてい
る又は経験則から明らかな技術常識（例えば、
技術の理解の上で当然又は暗黙の前提となる

（4） 【認定○】：判決で左記の技術常識等が認められたことを意味する。【認定×】：判決で左記の技術常識等が認
められなかったことを意味する。

知識）は、引用発明に内在する課題の認定に
も影響しうると考えられる。本研究会の当分
野では、事例①～⑥等を参照しながら、進歩
性判断における、技術常識等の認定や立証、
技術常識等を踏まえた相違点判断の在り方、
そして審判合議体が職権により技術常識等を
認定する場合の留意事項について参加者の間
で議論した。議論した内容は論点ごとに後述
する。

［技術常識等の類型化］
　本研究会の議論を通じ、技術常識等が使用
される場面について事例①～⑥から類型化を
試みたところ、技術常識等が、進歩性の判断
過程における「本件発明の認定」、「引用発明
の認定」、「副引用例がある場合の相違点判断」、
「副引用例がない場合の相違点判断」といっ
た各場面で使われていることを確認した。そ
の結果を類型表として下記の表１にまとめた。
表１には、事例①～⑥の判断に影響した主な
技術常識等の使われ方を簡略に抽出してある。

表１（類型表）進歩性判断過程の各場面における技術常識等の使われ方

類型 場面 各事例での使われ方
１ 本件発明の認定 事例⑤　技術用語（分割線加工物）の解釈【認定〇】 （4）

２ 引用発明の認定 事例①　構成の認定（ニードルパンチ不織布）【認定〇】
事例③　構成の認定（アクセルペダルを備えた車両）【認定〇】
事例⑤　構成の認定（バリ状ラインの存在と位置）【認定〇】

３ 副引用例の適用によ
る相違点判断

事例②　周知の内在課題（二酸化炭素排出量低減）【認定〇】、
周知の解決手段（アンモニアの熱源としての利用）【認定〇】
→課題及び解決手段の共通性から副引用例適用の動機付け
あり【進歩性×】
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４ 副引用例なしの相違
点判断

事例①　効果に応じた量で添加【認定〇】、製品の濃度（混
合比率）が多様であること【認定〇】、仕様変更の困難性（阻
害要因）【認定×】→設計事項に該当【進歩性×】
事例③　ハイブリッドビークルにリーン車両が包含される
との周知技術【認定〇】、リーン車両と引用発明の課題の共
通性【認定×】
→設計事項に非該当【進歩性○】
事例④　相違点２（厚さ・長さ・幅）に係る木質ボードの均
質性、強度等との定性的関係【認定〇】、複数の証拠から厚さ・
長さ・幅の数値が一定範囲にあること【認定〇】
→設計事項に該当【進歩性×】
事例⑥　公知の関係式におけるパラメータの関係【認定〇】、
鋼材の降伏強度に係る当然の前提の存在（ＪＩＳ規格の鋼材
を使用する）【認定〇】→ＪＩＳ規格の鋼材以上の降伏強度
の鋼材を使用する動機付けなし【認定×】→ρの式を導出
することは設計事項に非該当【進歩性○】

（5） この定義に続いて、「したがって、技術常識には、当業者に一般的に知られているものである限り、実験、分析、
製造の方法、技術上の理論等が含まれる。当業者に一般的に知られているものであるか否かは、その技術を記
載した文献の数のみで判断されるのではなく、その技術に対する当業者の注目度も考慮して判断される。」と記
載されている。

［各論点について議論した内容］
（１�）論点１：進歩性判断における「技術常識」
や「周知技術」の意味、技術常識を検討
する背景について

ア�　「技術常識」や「周知技術」の意味する
ところ

　本研究会の当分野では、技術常識や周知技
術・周知課題、当然の前提等を「技術常識等」
と括って検討するため、技術常識や周知技術
の意味を確認した。

（ア）「技術常識」の意味
　進歩性判断における「技術常識」は、特許・
実用新案審査基準（以下、「審査基準」という。）
の第Ⅲ部 第2章 第2節 2.「進歩性の判断
に係る基本的な考え方」によると、「当業者
に一般的に知られている技術（周知技術及び
慣用技術を含む。）又は経験則から明らかな事
項をいう。」と定義されている（5）。この定義か
ら、技術常識といえる範囲等は必ずしも判然

としないが、事例①～⑥及びその他の裁判例
において、「周知な課題」、「自明な事項」、「常
套手段」、「当然の前提」、「社会的要請」など
といった種々のネーミングで呼ばれているも
のが技術常識に相当するのではないか、技術
常識には、社会通念や商慣行をも含みうるの
ではないかとの意見があった。技術常識は、
「技術」の語が付いてはいても、必ずしも技
術に関する理論や法則、実験方法、製造方法
等に限られない広い概念を含みうることにつ
いて参加者からの異論はなかった。
　上記の審査基準における定義によれば、「技
術常識」には、周知技術及び慣用技術と、そ
れら以外の技術常識が含まれている（後述の
図１）。本報告書では、周知技術・慣用技術と、
それら以外の技術常識（技術常識の言い換え
と考えられる、周知の課題や当然の前提、社
会的要請等を含む）を一括して「技術常識等」
と称する。
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（イ）「技術常識」を有する主体（当業者）
　技術常識を有する主体は、進歩性の条文で
ある特許法２９条２項において「その発明の
属する技術の分野における通常の知識を有す
る者」と記載された「当業者」であり、上記
の審査基準における技術常識の定義でも、「当
業者」が主体とされている。
　そして、審査基準では、進歩性の判断にお
ける「当業者」は、（i）から（ⅳ）までの全て
の条件（6）を備えた者（7）とされているところ、
（i）の条件は、「請求項に係る発明の属する
技術分野の出願時の技術常識を有しているこ
と」である。具体的な事案において、当業者
をどのような者と想定するかについては、本
件発明の属する技術分野や、課題に関連した
技術分野の捉え方等によって変わりうる。そ
して、当業者の想定が変わることに伴い、技
術常識といえる事項も変わる可能性があるこ
とを参加者の間で確認した。

（ウ）「周知技術」の意味
　「周知技術」は、審査基準の同「進歩性の
判断に係る基本的な考え方」において、「そ
の技術分野において一般的に知られている技
術」であると定義されている（8）。参加者からは、

（6） （i）請求項に係る発明の属する技術分野の出願時の技術常識を有していること。（ⅱ）研究開発（文献解析、実験、
分析、製造等を含む。）のための通常の技術的手段を用いることができること。（ⅲ）材料の選択、設計変更等の通
常の創作能力を発揮できること。（ⅳ）請求項に係る発明の属する技術分野の出願時の技術水準にあるもの全てを
自らの知識とすることができ、発明が解決しようとする課題に関連した技術分野の技術を自らの知識とするこ
とができること。なお、知財高判令和３年１２月１５日（令和３年（行ケ）第１００４８号、「雨滴除去装置」事件）
（不服２０２０－０１０２５８）では、当業者について、「当該発明の属する技術分野の出願時の技術水準を構成
する事項の全てを知識として活用できる者と理解すべきである。」と判示されている。

（7） 審査基準では、当業者について、個人よりも、複数の技術分野からの「専門家からなるチーム」として考え
たほうが適切な場合もあるとされている。

（8） 定義に加え「例えば、以下のようなものをいう。」として、次のように周知技術の具体例が示されている。（i）
その技術に関し、相当多数の刊行物（「第3節 新規性・進歩性の審査の進め方」の3.1.1参照）又はウェブペー
ジ等（「第3節 新規性・進歩性の審査の進め方」の3.1.2参照）（以下この章において「刊行物等」という。）が存
在しているもの （ⅱ）業界に知れ渡っているもの （ⅲ）その技術分野において、例示する必要がない程よく知られ
ているもの　「慣用技術」とは、周知技術であって、かつ、よく用いられている技術をいう。

（9） 規格や法令を参照した事例として、事例⑥のほか、知財高判令和６年１０月３０日（令和６年（行ケ）第
１００１２号、「乳酵素処理物、その製造方法、組成物および製品」事件（不服２０２２－００９２０８）【進歩
性×】がある。この事例では、周知事実を支え、動機付けを促進するために「乳及び乳製品の成分規格等に関
する省令」が用いられている。

技術常識は知識や事実、課題だけをいう場合
があるのに対して、周知技術は一般に、課題
の技術的な解決手段を含む必要があるといえ
るのではないか、ただし、解決手段までを含
んで技術常識と呼ぶ場合には、技術常識と周
知技術との違いは明らかでない、との意見が
あった。

イ　技術常識等を検討する背景について
　実務上、技術常識等の取扱いには難しい面
があると考えられ、例えば、出願時の技術常
識等の出願書類への記載が検討課題となりう
る。また、近時の判決において、規格や法令
等を用いた技術常識等の立証、技術常識等が
果たした役割に焦点が当たることがある（9）。
そうした背景から、今般の議論に技術常識等
を取り上げた。

（ア�）技術常識等と本件明細書の記載との関係
ａ　技術常識等による技術的意義への影響
　本件明細書に出願人の主観として、いかに
独創的な課題解決や顕著な効果が記載されて
いたとしても、本件発明と共通する技術分野
や課題における技術常識等が存在すれば本件
発明の技術的意義の評価を下げる方向に働く
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のはやむを得ないとの意見が多く挙がった。
例えば事例①では、本件明細書に本件発明の
黒色繊維の混合量の数値の意義について記載
されているが、技術常識を踏まえると技術的
意義なしと判示されている。また、技術常識
等により技術的意義が否定されやすいパター
ンとして、出願時には特許請求の範囲に数値
限定の請求項が存在せず、定性的な構成要素
を記載した請求項のみが存在する場合であっ
て、その後の補正により明細書から数値限定
がクレームアップされた場合が考えられる旨
の指摘があった。仮に事例①の出願時に数値
限定の従属項が存在せず、請求項１の定性的
な「混合色」、「斑模様」のみを特徴として出
願されたとすると、明細書には必ずしも数値
の意義や効果が記載されていないであろうか
ら、数値限定した補正発明の技術的意義は低
いと考えられる。
ｂ　本件明細書への技術常識等の記載可否
　技術の進展や、社会的・技術的な要請の変
化等を受けて、技術常識等は変遷する。審査
段階や審判段階、そして係争時においても、
本件発明の認定や引用発明の認定などについ
ての技術常識等が、その基準時（本件発明の
出願時）を踏まえ、技術常識等の変遷過程に
おけるどの時点の技術常識等であるのかを意
識することは大切であるとの意見があった。
特に、次々に新しい技術が創出されて早期に
陳腐化、常識化する分野（例えば生成ＡＩ）で
は、ある技術が、どの時点での技術常識等と
特定できるのか、技術の進展を時系列で示す
年表データ等が整備されている場合は別とし
て、当該技術の創出から例えば数年経過後に
は、膨大な進展履歴からの技術常識等の特定
が困難となることが想定される。それを背景
に、こうした新技術に関連する発明の審査時
には、明細書に書かれていない「技術常識等」

の認識が審査官と相違することがあるとの意
見があった。このように、本件発明の出願後、
審査や審判、訴訟等の時点において出願時の
技術常識等を立証することは難しい場合があ
ると考えられるため、出願時に予め、明細書
に技術常識等を記載しておくことが考えられ
る。
　他方、当たり前の事項と考えているため記
載しようとは思わない場合がある、技術分野
等によっては記載量や労力面から技術常識等
を記載することが現実的ではない、技術常識
等を記載することが進歩性の評価に悪影響を
与えるのを避けるため記載を控えることがあ
る、公知の事項との峻別によりノウハウとし
て秘匿するため記載すべきでない場合がある
等の、明細書に技術常識等を記載しない又は
できない事情も参加者から挙げられた。そう
した事情はあるにせよ、出願時の技術常識等
の将来の立証を考慮すると、出願時の明細書
には、必ずしも十分でなくとも後から補完で
きる程度には技術常識等を記載しておくこと
が好ましいとの意見や、出願にあたり、技術
常識等と本願発明に特有の事項とを区別した
上で、本願発明の効果と、技術常識に対応す
る効果との質的又は量的な差を明確に示す
データを記載しておくことが、第三者の技術
常識等による攻撃に対する防御策となるとの
意見があった。

（イ）技術常識等の立証について
ａ　技術常識等の立証の必要性
　技術常識等は、当然の事項であるため証拠
として複数の刊行物等が見つかる場合もある
一方で、むしろ当然の事項であるがゆえに、
これを立証する適切な証拠が見つからない場
合も多いと考えられる。この点について、技
術常識等は、民事訴訟における事実は証拠に
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基づく証明が必要になるとの原則の例外であ
る「顕著な事実」（10）（証拠により証明するこ
とを要しない事実）にはあたらず、原則とし
て証拠による立証が必要であるとの意見で一
致した。なお、技術常識等は立証が難しいも
のであるにもかかわらず、上記のとおり「顕
著な事実」にはあたらず、立証が必要である
ことから、民事訴訟上、技術常識等の取扱い
は難しいといわれているとの指摘もあった。
　審査・審判においても基本的には証拠に基
づく技術常識等の認定が求められるとの意見
が多かった。ここで、技術常識等に含まれる
周知技術については、審査基準の第Ⅲ部 第
2章 第3節 5.3「進歩性の判断に係る審査
の進め方」（3）に「審査官は、拒絶理由通知
又は拒絶査定において、論理付けに周知技術
又は慣用技術を用いる場合は、例示するまで
もないときを除いて、周知技術又は慣用技術
であることを根拠付ける証拠を示す。このこ
とは、周知技術又は慣用技術が引用発明とし
て用いられるのか、設計変更等の根拠として
用いられるのか、又は当業者の知識若しくは
能力の認定の基礎として用いられるのかにか
かわらない。」と記載されている。このよう
に審査・審判において周知技術については原
則として証拠が必要といえるとしても（11）、例
えば用語解釈や動機付けの推論に用いる技術
常識等については、必ずしも証拠提示が常に
必要とまではいえないのではないかとの意見
があった。例えば、当然・自明でも明文化さ
れていない技術常識等を示す場合に証拠を示
すことは難しいためである。当業者であれば

（10） 民事訴訟法１７９条「裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実は、証明することを要しない。」
（11） 審判段階において技術常識の根拠となる証拠を挙げないことが許容されるとした参考事例として、知財高判
平成３０年１１月２６日（平成３０年（行ケ）第１００１６号、「多成分物質の計量及び混合装置」事件）（不服
２０１６－０１６１５３）がある。「「審決の理由」（特許法１５７条２項４号）は，最終的な結論を導き出すのに
必要な限度で示されるものであって，その判断の過程において認定された全ての事実についてそれを認定する
根拠となった証拠を事実毎に全て示さなければ，「審決の理由」（特許法１５７条２項４号）を記載したことにな
らないというものではない。特に，「技術常識」は，当業者に一般的に知られている技術又は経験則から明らか
な事項であるから，その根拠となった証拠を挙げなかったからといって，必ずしも「審決の理由」を記載しなかっ
たことにはならない。」

証拠を示すまでもなく技術常識等であること
が理解できる場合には実務上証拠が示されな
いこともあるのではないかとの指摘があった。
　また、参加者から公報に基づく技術常識等
の認定に関して、認定に必要となる証拠の数
量をどのように考えるのかとの問いがあった。
これに対して、特許庁の参加者から、個人的
意見としては技術常識と周知技術とは意識と
して差があり、自身が審査・審判の実務を行
う際は、技術常識と認定するときは、数量に
かかわらず（１つでもよい）、当該技術分野に
おける基本的、初歩的な技術文献を証拠とし
て示すようにしているし、周知技術と認定す
るときは、公報等を複数示すようにしている
との意見が出された。
ｂ　技術常識等の立証の困難さ
　当業者の誰もが知る、明らかに技術常識等
に該当する事項がある一方で、当然に技術常
識等といえるのか、判断のつきにくい事項も
あり、技術常識等の立証が困難な場合がある。
どのような状況・程度で（例えば、刊行物等
の性質、情報公開の媒体、公開情報の数、知
る人数）、出願時に当業者に知られていたの
ならば、「当業者に一般的に知られている技
術又は経験則から明らかな事項」、つまり技
術常識等であると立証できるのか、技術常識
等といえる条件を一概にいうことは難しいと
考えられる。技術常識等の認定の予見性につ
ながる示唆としては、技術常識というからに
は、その内容が一義的に明確で、かつ、当該
技術分野における基本的、初歩的な事項とい
えることが好ましく、技術的に難しかったり
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複雑であったりするものは技術常識といえる
ものから離れていくとの意見があった。
　さらに、医薬やソフトウェアのように多く
の技術内容が明文化（ドキュメント化）されて
いるため後から技術常識の立証が可能な技術

分野がある一方で、機械分野では技術内容が
その特許や論文を含め明文化されずに、技術
常識等の空白としての暗黙知となっている場
合が少なくなく、そうした暗黙知の立証は困
難であるとの意見があった。

図１　技術常識等と暗黙知の関係

（ウ�）法的規制、技術動向、規格等に係る技
術常識等の整理の必要性

　事例⑥の判決では、出願当時にＪＩＳ規格
の鋼材を用いることが当然の前提であったと
認定され、この技術常識は阻害要因として機
能したことから、法的規制、技術動向、規格
等に係る技術常識等を整理する必要性が認識
された。これに関連し、技術常識等となりう
る法的規制、技術動向、規格等としてどのよ
うなものがあるか、そうした技術常識等をど
のような証拠により示すことができるかにつ
いて、表２に示すような意見が寄せられた。
法的規制である環境や安全に関する法令等に

よって、強力な開発動機や社会的な課題の方
向性を示す技術常識等が認定できるのではな
いかとの意見、技術動向や規格等は、業界一
般の目標や課題、ルール等の技術常識等を示
すと考えられるとの意見があった。こうした
技術常識等を示す証拠として、法令の条文、
官報、規格票、公的機関の報告書、白書等の
一次資料を用いることが好ましく、業界団体
の発行物、業界誌の記事、企業等のプレスリ
リース、技報、学会の論文、予稿集等の二次
資料により一次資料を補強することが考えら
れるとの意見もあった。
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表２　技術常識となりうる法的規制や規格等

規制等種別 具体例 証拠の例
法的規制 環境 自動車の排出ガス規制、化学物質規制（ＲｏＨＳ、

ＲＥＡＣＨ）、省エネ法
法律、政令等の
条文、官報

安全 建築基準法（例：耐火性要求）、労働安全衛生法、
電気用品安全法（例：漏電対策）、食品衛生法（例：
ビスフェノールＡ（ＢＰＡ）の不使用）

技術動向 ＩＴＲＳ（国際半導体技術ロードマップ）、
リチウムイオン電池がモバイル電源として標準で
あること、無鉛はんだ

技術動向レポー
ト、ハンドブッ
ク、教科書

キートレンド ＩｏＴ、ＡＩ、電動化、サステナビリティ 業界誌、論文
規格

（品質、性能、
試験方法等）

公的
規格

ＪＩＳ（日本産業規格）、ＩＳＯ（国際標準化機構）、
ＩＥＣ（国際電気標準会議）、ＪＥＩＴＡ（電子情報
技術産業協会）、ＥＵ機械指令、ＩＥＥＥの一部

規格書

団体
規格

ＪＡＳ（日本農林規格）

デファクト
スタンダード

ＵＳＢ、ＩＥＥＥ ８０２．１１（Ｗｉ－Ｆｉ） 仕様書

その他 ＰＬ法（製造物責任法）に基づく裁判例 判決

（12） 仙台高判平成２２年４月２２日（平成１９年（ネ）第３３７号 損害賠償請求控訴事件）。

　また、表２で「その他」に示したＰＬ法に
ついては、設計上の欠陥を認めた裁判例から、
一定の安全機構を備えることが技術常識であ
ると認定することがありうるとして、携帯電
話の使用者が火傷を負った事例（12）が紹介さ
れた。この裁判例から、機器の表面温度を使
用者が火傷をしない温度帯に維持することは
技術常識等といった認定が考えられるのでは
ないかとの意見があった。

（２�）論点２：技術常識等をどのように認定
するとよいのか

［進歩性判断における技術常識等の位置づけ］
　技術常識等が使われる類型ごと（表１を参
照）に、進歩性の判断手順における、技術常

識等の位置づけを整理することが好ましいと
の声が上がった。そのため、各事例の技術常
識等による立証の対象として、判決における
採否にかかわらず、主なものを確認し、技術
常識等の位置づけとともに図２と表３に整理
した。技術常識等の使われ方（類型１～４）を
進歩性の判断手順と対応させるため、図２に
記載した各ステップＡ～Ｅを表３に示した。
　論点２の議論では、技術常識等が、本件発
明の認定や引用発明の認定に使われていたり
（類型１・類型２）、相違点判断に使われてい
たりすること（類型３・類型４）を確認すると
ともに、類型１～４のそれぞれにおける技術
常識等の認定自体について議論した。
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図２（13）　技術常識等を用いる進歩性の判断手順の例

（13） 図２は、「判決からみた進歩性の判断－審判における留意点と事例分析－」（平成１２年３月特許庁審判部編：
社団法人発明協会発行）ｐ．１１をもとに事務局が作成した。
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表３　技術常識等による立証の対象、技術常識等の位置づけの例

　特に、数値、数式に関する事例①、④、⑥における技術常識等の認定について一重下線及び二
重下線を付している（一重下線：公知の数値や特性、公知式が存在すること（ｉ）を示す技術常識等。
二重下線：課題の解決に伴う効果の予測性（ⅱ）を示す技術常識等）。これは（２）エ（イ）「数値、数
式に関する技術常識等の整理」で参照する。

類
型

技術常識等による立証の対象
（【　】内は用いた証拠）

技術常識等の位置づけ
位置づけ ステップ

１ 事例⑤　発明特定事項「分割線加工物」について、「分
割線」とは、金型の合わせ目のことを意味し、金型の合
わせ目に起因して、成型品上に必ずライン（微小段差・
バリ）が発生するとの技術常識から【乙１】、「分割線加
工物」とは、金型の合わせ目に起因して成型品上に生じ
る段差状ラインのことを意味することを示す。

発明特定事項の
解釈の根拠

Ａ

２ 事例⑤　molding（訳文で「成形」）は型で作るこ
とを意味すること【英和辞典】、光フェルールを型によ
り成形する場合に、金型により成形することは技術常識
等であることから【乙２、乙４、乙６】、引用発明にい
う「成形で形成されることができる」とは、金型による
成形も当然に含まれることを示す。

引用発明の解釈
の根拠

Ｂ

２ 事例⑤　金型の基本構成【乙１、乙４、乙７】、金型の
合わせ目に起因してバリができる技術常識【乙１、乙２】、
アンダーカットを避ける金型設計上の技術常識【乙５】
に基づき、引用発明の外形形状から、引用発明を金型成
形した場合の自然な位置としてバリの位置を示す。さら
に、バリを目立たせない金型設計上の技術常識【乙１】
から、合理的な位置として、引用発明の外形形状からバ
リの位置（稜線上。被告が図に色付きの線で示した）が必
然的に定まることを示す。

引用発明の解釈
の根拠

Ｂ

２ 事例①　ニードルパンチにより結合された不織布は表面
に垂直な方向に穿孔され、ニードルパンチの跡が残ると
の技術常識から【甲２１（新聞記事）】、引用発明はニー
ドルパンチ方式を用いて製造され、相違点１は実質的な
相違点ではないことを示す。

引用発明の解釈
の根拠

Ｂ

２ 事例③　「エンジンと発電用電動機とエネルギー貯蔵装
置と推進用電動機とを備えたビークル」として「リーン
姿勢で旋回可能に構成された車両」が存在することは周
知技術であり【甲４、５及び弁論の全趣旨】、引用発明の
「アクセルペダル」が「リーン姿勢で旋回可能に構成さ
れた車両」にも採用され得ることは当業者に周知である
ため【乙１～３】、当業者が引用文献の記載に触れた場合
に、「アクセルペダル」との記載があることをもって、引
用発明の「車両」から、直ちに、「リーン姿勢で旋回可能
に構成された車両」を除外するとはいえないことを示す。

引用発明の解釈
の根拠

Ｂ
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３ 事例②　二酸化炭素排出量低減が社会的要請または周知
課題であることを示し【甲３（プレスリリース）、乙１】、
アンモニアの燃焼熱の熱源としての利用は周知技術であ
ることも示す【甲１、乙５～７】。そうすることで、技
術分野、課題及び解決手段の共通性から、微粉炭を燃焼
させる主引用例に対して、バーナの中心にアンモニアの
燃焼領域を有する副引用例を適用する動機づけがあるこ
とを示す。

副引用例適用の
容易性の根拠
・内在課題と、
その解決手段の
共通性

Ｃ

３ 事例Ⓐ（14）　令和４年（行ケ）第１００９５号「マルチ内
腔構造を備えるカテーテルアセンブリ」事件

　主引用例にカテーテルの内腔の断面形状について「円
形、Ｄ字形断面形状、またはそれらの任意の組み合わせ
を含む１つ以上の断面形状を有することができる。」とい
う記載があることに加え、内腔の断面形状は、円形又は
非円形などの様々な形状を選択し得るとの技術常識【乙
４～７】から、主引用発明において、内腔に円形以外の
断面形状を採用することの動機付けがあることを示す。
　さらに、カテーテルの外径と内腔の断面形状は、例えば
外径の制限や内腔の流量確保を考慮してトレードオフの関
係にあるとの技術常識、ただし外形と内腔の断面形状は、
それぞれ独立に設計することが可能であること【乙５～７】
を踏まえると、外径の重要性から外径を小さくする必要が
ある場合には、一定の課題を解決するための技術の具体的
適用に伴う設計変更として内腔に副引用例の断面形状を採
用することは、設計事項にすぎないことをも示す。

副引用例適用の
容易性の根拠、
設計事項である
ことの根拠
・内在課題とそ
の解決手段
・形状の公知の
選択肢
・効果が予測可
能

Ｃ

（14） 知財高判令和４年６月２日（令和３年（行ケ）第１００９５号、「マルチ内腔構造を備えるカテーテルアセンブ
リ」事件）（不服２０１９－０１４０７２）【進歩性×】。
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３ 事例を省略 構成の付加また
は置換への阻害
要因の根拠

Ｅ

４ 事例①（公然実施発明との相違点２）土木用不織シートに
おいて、目的から所望の効果が発揮できる量でカーボン
ブラックが添加されるとの技術常識を示し【甲４５の１、
甲４５の２、甲４５の３】、黒色繊維の比率（製品濃度）
は本件発明の数値範囲内のものを含め【甲３（製品カタ
ログ）、甲１６（実験報告書）、甲１９（試験成績証明書）】、
多様であるとの技術常識も示した上で【甲１６（実験報
告書）】、本件発明の効果（数値範囲外との効果の差異が
不明）にも言及して、黒色繊維の比率を増減することは
設計事項であることを示す。

設計事項である
ことの根拠
ｉ公知の数値の
傾向
ⅱ効果が予測可
能

Ｄ

４ 事例①　製品の設計変更を通常はしない、特に製品仕様
から桁の異なる数値への到達を妨げることを示す【（審
決）証拠なし】。（判決はこれを否定）

設計変更への阻
害要因の根拠

Ｅ

４ 事例Ⓑ（15）　令和６年（行ケ）第１００４２号「溶解炉」事
件
　引用発明が採用するリジェネレーティブバーナーにつ
いて、その有利な効果【甲３の１（原告製品カタログ）、
甲２３、甲２４】、引用発明の出願当時やその後のＮＥ
ＤＯプロジェクト採択等の開発経緯【甲２３、乙５の１
～３】、プロジェクトの促進【乙５の２・３】や実用化・
普及状況・製品機能【乙５の３、甲２３、乙５の２、乙
５の１、乙６の１～５】を示すとともに、本件発明が採
用するフラットフレームバーナーが引用発明のなされる
前から周知であることを示す【乙１の１】。そうするこ
とで、引用発明は、フラットフレームバーナーが周知の
ものであったにもかかわらず、エネルギー効率等の観点
であえてリジェネレーティブバーナーを採用したのであ
るから、リジェネレーティブバーナーに代えてフラット
フレームバーナーを採用する動機付けが存在しないこと
を示す。

設計変更への阻
害要因の根拠

Ｅ

（15） 知財高判令和７年６月２４日（令和６年（行ケ）第１００４２号、「溶解炉」事件）（無効２０２２－
８０００８４）【進歩性〇】。一部の請求項について特許を無効とした一部請求成立審決に対して請求人が出訴し、
審決が維持された事例である。
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４ 事例③　引用発明の車両をリーン姿勢で旋回可能に構成
された車両とすることについて、「リーン姿勢で旋回可
能に構成された車両及びそのエネルギー貯蔵装置は一般
的に小型であってそれに伴うエネルギー貯蔵装置から供
給可能な電力が低いという状態は引用発明のバッテリ温
度が低下した場合と共通する課題を内在するものともい
え、」、小型化及び軽量化は引用発明でも示唆されている
ごく一般的な課題であって、引用発明が解決する課題と、
「リーン姿勢で旋回可能に構成された車両」が一般的に
有する課題が共通することを示す【（審決）証拠なし】。（判
決では、根拠不十分とされた。）

設計事項である
ことの根拠
・課題の捨象、
上位概念化によ
る課題認定
・均等物による
置換

Ｄ

４ 事例③　「ハイブリッドビークルの技術分野において、
バッテリの温度低下時やＳＯＣ低下時にバッテリの供給
可能電力が低下すること。」は、きわめて周知の技術的
事項（「周知事項」）であることを示す【（審決）２つの公
報】。そして、引用発明において課題を解決するために
制御を行うにあたり、供給可能な電力が低下する場合と
して、上記周知事項に鑑みて、バッテリ温度が低い場合
に代えて、あるいは、これに加えて、ＳОＣが低下した
場合を採用することは容易であることを示す。（判決で採
用されず。）

設計事項である
ことの根拠
・課題の捨象、
上位概念化によ
る課題認定
・均等物による
置換

Ｄ

４ 事例④　相違点１（密度）について、公知の数値分布、密
度の好ましい数値、密度と強度や重量等との関係、使用
目的に合わせて任意に決定すればよいことが周知である
ことを示すことで【乙２、乙３、乙４】、用途に応じて
調節可能な設計事項であることを示す。

設計事項である
ことの根拠
ｉ公知の数値の
傾向
ⅱ効果が予測可
能

Ｄ

４ 事例④　相違点２（寸法：厚さ、長さ、幅）について、寸
法と均質性や平滑性、強度等との定性的な関係が技術常
識であること【乙２、乙３】、発明の課題や製造方法等
の相違にもかかわらず、複数の証拠の数値が本件発明の
寸法範囲と整合する概ね一定の寸法範囲にあることを示
すことで【別表（甲２、甲４、甲５、乙１、乙２、乙３、
乙４）】、定性的関係から、用途に応じて調整可能な設計
事項であることを示す。

設計事項である
ことの根拠
ｉ公知の数値の
傾向
ⅱ効果が予測可
能

Ｄ

４ 事例④　相違点３（繊維配向）について、配向性を有する
もの、配向がランダムであるものは、いずれも広く知ら
れていることを示し【乙１、乙４、乙５】、配向性を有
する場合、配向方向の機械的強度は大きく、配向方向に
直行する方向の機械的強度は小さいこと、配向がランダ
ムであればそうした特性に伴う問題を解決できるとの技
術常識も示すことで【乙１、甲２０（実験成績証明書）】、
用途に応じてランダムな配向とすることは設計事項であ
ることを示す。

設計事項である
ことの根拠
ｉ特性の公知の
選択肢
ⅱ効果が予測可
能

Ｄ
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４ 事例⑥　数式の導出元のグラフが公知式に基づくもので
あるとの技術常識【甲１（設計事例集）】、ρの値を大き
くすればＭＦ／ＭＴを小さくできるとのパラメータの関係
の技術常識、降伏強度の特性値が高いほどρの値が大き
くなるとのパラメータの関係の技術常識を示すことで、
甲１発明からρの式を導出することは容易であることを
示す。（判決では、それら技術常識は認められたが相違点
について容易でないとされた）

設計事項である
ことの根拠（特
殊パラメータを
推論可能）
ｉ公知式の存在
ⅱ公 知のパラ
メータの関係（効
果が予測可能）

Ｄ

４ 事例⑥　従来、ＪＩＳ規格で数値が定められた鋼材使用が
前提であったことを示し【ＪＩＳ、甲５（技術の基準・解説）】、
鋼管矢板の断面の決定においては、公知式を用いるにあ
たり仮定した断面を最大曲げモーメントとの関係で増加さ
せて計算を繰り返す手法によりρの値が小さくなることが
当然とされていたことを示すことで【甲１、甲３（意見書）】、
甲１発明からのρの式の導出を阻害する要因を示す。

阻害要因の根拠
ｉ公知の規格の
数値
ⅱ公知の設計方
法

Ｅ

［類型ごとの具体的な議論内容］
　以下、類型１～４の順序に従い、論点２に
ついて議論した内容を記載する。
ア�　「本件発明の認定」に技術常識等を使う
（類型１）
　事例⑤では、発明特定事項である「分割線
加工物」について、「分割線」は金型の合わせ
目を意味し、金型の合わせ目に起因して成形
品上には必ずバリができる旨の技術常識を認
定し、その技術常識を根拠に「分割線加工物」
はバリを意味すると解釈して本件発明を認定
している。このように技術常識等から要旨認
定することは、基本的に妥当であるとの意見
で一致した。その際の注意点は、下記のイと
共通する。事例⑤の要旨認定に用いられた技
術常識の認定自体に対する意見はなかった。

イ�　「引用発明の認定」に技術常識等を使う
（類型２）
　事例⑤では、引用例にバリの記載や示唆が
なくとも、複数の技術常識を根拠として引用
発明におけるバリの存在とその位置を認定し
ている。そして、上記のアで述べたように技
術常識から認定した本件発明と、引用発明と
の相違点は実質的なものではないとしている。

このように、引用発明に記載のない構成を補
うために技術常識等を認定し、本件発明や引
用発明を明確に理解できるようにした上で、
形式的には相違点であっても実質的には相違
点ではないとして、技術常識等を認定の根拠
として相違点を認定することも、基本的に妥
当であるとの意見で一致した。
　注意点としては、認定の根拠となる技術常
識等が客観的な根拠に支えられ、かつ、記載
のある事項と整合しているべき、過度に抽象
的でないこと、明細書に事象の全てを記載し
きれないので記載のない事項を技術常識等か
ら認定することに異論はないが、技術常識等
ではない暗黙知から認定するのは行き過ぎ、
そもそも当たり前な事項であるのだから認定
に必要な証拠が存在しないおそれがあるとの
意見があった。また、どこまでが技術常識等
により実質的な相違点とならないといえるの
かは、その技術常識等を有する、当該技術に
精通している者（例えば、社内でも特定の開
発部署の社員）でないと予見が難しいのでは
ないかとの意見があり、どの程度まで主張立
証すれば技術常識等が認められるのかが掴み
づらく、事例⑤のように引用発明の認定のた
めに緻密で丁寧な立証を行うことは時間や労
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力を要するとの悩みが共有された。
　さらには、引用発明の認定の根拠となる技
術常識等自体の内容について、引用発明に記
載されていないものを認定するのであるから、
一義的に明確で、かつ、当該技術分野におい
て基本的、初歩的事項であることが好ましく、
一般には教科書的な証拠から認定することに
なるのではないか、応用的であったり複雑に
なったりすると技術常識等といえるものから
離れていき、そこに評価基準を含むこととな
るのではないかとの見解が示された。これと
同様の見解として、引用発明の認定の根拠と
なる技術常識等は、教科書レベルの基本原理
や製造上の制約など、その技術分野の基本・
初歩的事項であって、合理的な疑義が生じな
い程度に確実性が高いものである必要があり、
特許権者の反論としては、その技術常識等は
当然ではなく他の可能性も存在することを示
して技術常識等の認定を否定したり、その技
術常識等に対抗するより有力な技術常識等を
示したりすることが考えられる旨の見解も示
された。

ウ�　「副引用例の適用による相違点判断」に
技術常識等を使う（類型３）

（ア�）引用発明、副引用例の技術及び技術常
識等の三者の共通性

　例えば事例②のように、引用発明に副引用
例の技術を適用する動機付けに技術常識等を
用いる場合において、引用発明、副引用例の
技術及び技術常識等の三者には、原則的に、
技術分野が少なくとも関連していること、ある
いは、課題の少なくとも上位概念としての共
通性が必要であるとの意見が多かった。また、
課題の共通性を示すことが最も重要であると
の意見もあった。さらに、後知恵防止を挙げる
意見や、引用発明と副引用例技術を上位概念
化する場合は、当業者の技術水準から逸脱し
ない範囲で行う必要があるとの意見があった。

　引用発明及び副引用例技術とは異なり、技
術常識等については、必ずしも引用発明及び
副引用例技術との共通性・関連性は要求され
ず、課題や技術分野が一部重なっていればよ
いとの意見もあった。

（イ）課題を示す技術常識等について
　動機付けにおける課題に着目し、事例②と
事例③を題材として、課題を示す技術常識等
について検討した。
ａ�　技術分野を超えて広く知覚されている課
題の認定（インパクトがある技術常識等）

　考慮要素として重要でインパクトがあると
考えられる技術常識等の例として、事例②に
おけるＣＯ２排出量低減のような、技術分野
を超えて広く知覚されている「社会的要請」
の観点と、それ以外の観点から、表４に示す
回答が得られた。
　社会的要請型の技術常識等は、単なる背景
情報ではなく、広範な技術分野の当業者にとっ
て当然考慮すべき前提条件や達成すべき自明
の目標として機能するとの意見があった。こ
うした社会的要請型の技術常識等は、技術分
野を超えて広く認識されている、引用発明に
も内在した「課題」として認定されるため、引
用発明と副引用例技術のそれぞれの具体的な
課題が相反している等の事情がなければ動機
付けが推認される、つまり動機付けの論理構
築においてインパクトが大きいのではないか。
　社会的要請型の技術常識等から課題を認定
するため、表４に示したような具体例により
立証することが考えられる。事例②では、プ
レスリリース（甲３）を用いて、ＣＯ２排出量
低減が社会的要請または周知課題であること
を立証した。
　表４の「それ以外」の観点の技術常識等の
うち、社会通念や商慣行も、内在した課題と
認定される場合がありうるのではないかとの
意見があった。他方、自然法則や物理法則は、
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技術水準に含まれ、それ自体が課題とはなり
得ないと考えられる。また、製造コスト等の
削減については、企業としてコスト目標は必

ずあり、製品設計におけるコスト低減の課題、
その解決手段としての部品の共通化等は課題
として内在しているとの意見があった。

 
表４　インパクトのある技術常識等の例

具体的な技術常識等
社会的要請型
（周知な課題）

・産業・技術のメガトレンド（例えばＡＩ活用による効率化）
・有害物質の規制
・�エネルギーの効率化、再生可能エネルギーの拡大、廃棄物の有効活
用、資源の循環、マイクロプラスチック対策、ユニバーサルデザイ
ンの指向（これらはＳＤＧｓの理念、投資・事業活動に係るＥＳＧ
の理念に含まれうる）

それ以外 ・自然法則、物理法則
・社会通念、商慣行
・部品共通化による部品点数削減、製造や運用のコスト削減

ｂ　課題の捨象
　事例③の判決で根拠不十分とされた審決の
説示においてバッテリの状態に着目すると、
引用発明の課題の一部である「バッテリの温
度が低下した場合」を捨象し、バッテリから
供給可能な電力が低いとの同一課題を認定し
たことを把握することができる。このように
課題の一部を捨象して一般化した課題を認定
しつつ、周知技術・技術常識を踏まえた動機
付けを行うことについて、主引用発明におけ
る具体的な課題の捨象は不適切な場合が多い
との意見が多かった。また、主引用発明から
出発した容易想到性を判断する進歩性判断構
造からすると、主引用発明の課題はできるだ
け記載に忠実に認定すべきとの意見もあった。
他方、捨象が許容される場合として、捨象し
ようとする部分が、単なる一例示にすぎない
ことを立証できる場合や、主引用発明の構成
がより広い課題に対応していることが明らか
である場合、捨象前後で同じ論理であること
が理解できる場合などを挙げる意見があった。

（ウ）技術常識等と技術分野の関係について
　技術常識等と技術分野の関係としては、技

術常識等は当業者が特定の技術分野について
認識している事項であることからいって無制
限に適用されてよいものではなく、例えば、
引用発明と副引用例技術が共通する上位概念
の技術分野を有し、その上位概念の技術分野
における技術常識等として適用が可能とする
意見があった。これは事例②で判決が、主引
用発明と副引用例技術について「両者は共に
燃焼により生じる熱を利用する装置であって、
同じ技術分野に属するといえる。」と判断し
た上で、社会的要請としての技術常識等を適
用していることに符合している。このように
一段抽象度を上げたレベルで「燃焼により生
じる熱を利用する装置」と上位概念化してい
ること（機能・作用の共通性）は妥当であると
の意見や、それが妥当であるとしても特許権
者は、引用発明と副引用例の技術は具体的な
課題や技術分野が異なるから動機がないとの
反論が可能である旨の意見もあった。
　他方、事例②の「社会的要請」といえるほ
どに、技術分野を超えた非常に一般的な技術
常識等であるのならば、当該技術分野には適
用されないような特別な事情がない限り、引
用発明や副引用例技術の技術分野に関する技
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術常識等の共通性は不問ではないかとの意見
もあった。

エ�　「副引用例なし、相違点判断」に技術常
識等を使う（類型４）

（ア）数値、数式に関する技術常識等の認定
　事例①を題材として、実際の製品（事例①
の「８００Ｚ製品」）におけるパラメータ（事
例①の「黒色繊維の比率」）の値の設計変更に
ついては、どのような技術常識等を認定する
ことが有効かについて検討したところ、攻撃
側としてはパラメータを設計変更することに
よる目的、課題、効果が一般的に知られてい
たことを示す技術常識等を認定することが有
効との意見が多かった。防衛側の特許権者と
しては、実際の製品におけるパラメータの意
義を示すための技術常識等を認定することや、
パラメータを選択できない又はパラメータの
値を設計変更できないことを示す技術常識等
を認定することが有効との意見が多かった。
　事例⑥を題材として、発明特定事項が数式
による特殊パラメータ（事例⑥のρの式によ
る特殊パラメータ）を含む場合については、
どのような技術常識等を認定することが有効
かについて検討したところ、攻撃側としては、
数式が基本公式の単なる変形等であることを
示すことや、数式で使用されているパラメー
タ、数式で規定される数値範囲の技術的意義
が技術常識等に過ぎないことを証拠により示
すこと、数式を導くために用いた値（実施例
の値）が技術常識等であることを証拠により
示すことが有効であるとの意見があった。加
えて、数式の内容が言語により表現されてい
る文献から技術常識等を認定することも有効
ではないかとの意見もあった。防衛側の特許
権者としては、数式又は数式で規定される数
値範囲が、特定の課題を解決するための独自
のものである、予測困難なものである、技術
常識等から相反する方向にあることを示すの

が有効との意見があった。
　事例⑥は別としても、殊に特殊パラメータ
については、理論等に基づき公知の範囲と区
別することが難しく、特許庁は実験できない
ため審査・審判での判断が難しい場合が想定
されるので、最終的には当事者の実験合戦に
なりやすいとの意見があった。
　また、特殊パラメータは公知範囲に設定さ
れることがあり、特殊パラメータを含む特許
は無効にしにくいとの問題意識を持つ参加者
からは、特殊パラメータを含む特許について
は、例えば明確性等の記載要件を厳しく要求
したり、技術常識等を広く適用して無効にし
やすくしたりすることで、特殊パラメータを
含む特許の抑止になるとの意見があった。
　さらに、数式を示す証拠はなくとも、実験
データの値がそもそも技術常識等であり数値
はたくさん見つかるという状況を想定したと
き、切り取った数値の範囲に技術的意義（臨
界的意義）があれば、進歩性無しとされるの
は厳しいと感じるが、技術的意義が弱ければ
進歩性無しとされても仕方がないとの意見が
あった。

（イ）数値、数式に関する技術常識等の整理
　前述の表３には、数値、数式に関する事例
①、④、⑥における技術常識等の位置づけに
ついて記載した。事例①、④、⑥のいずれの
ケースにおいても、公知の数値や特性、公知
式が存在すること（ｉ）を示す技術常識等（一
重下線）を認定し、かつ、課題の解決に伴う
効果の予測性（ⅱ）を示す技術常識等（二重下
線）を認定しているといえるのではないか。
事例⑥の阻害要因（類型４のステップＥ）の
ケースを除き、公知の数値や特性を変化させ
て課題を解決することで得られる効果が予測
可能であることを示す技術常識等を示してい
るといえるのではないか。事例⑥の阻害要因
のケースでは、公知の規格の数値を変化させ
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ることをしないとの技術常識等（従来の当然
の前提）の認定により阻害要因が認められた。
　事例①と④の数値限定（類型４のステップ
Ｄ）のケースでも、（ｉ）及び（ⅱ）のそれぞれにつ
いて基本的に複数の証拠を用いて設計事項で
あるとの結論を導いている点は同様である。た
だし公知の数値の分布のパターンは異なって
いる。事例①では公知の数値は「多様」であり、
広く分布した公知の数値範囲から本件発明の
１０～９０％の数値範囲に選定することに意義
はないことを設計事項の根拠としているのに
対し、事例④の相違点２については公知の数
値が「概ね一定範囲内」にあり、本件発明の
数値範囲と同様の範囲にあることを設計事項
の根拠としているのではないかと考えられる。

（ウ�）上位概念の物の発明を下位概念の物に
対応させる際の技術常識等

　事例③では、引用発明のハイブリッドビー
クルである車両（上位概念）にはリーン姿勢で
旋回可能に構成された車両（「リーン車両」、
下位概念）が含まれることが、甲４、５（公報）
及び弁論の全趣旨から周知技術であると認定
された。また、リーン車両には、アクセルペ
ダルを備える車両が含まれることが乙１～３
から周知であることも認定されたといえる。

（16） 事例④の判決末尾「別表」からの抜粋

　上位概念の物に下位概念の物が包含される
として両者を対応させる場合、下位概念の物
が上位概念の物の一例であることを示す技術
常識等を公報等の証拠から認定することが有
効であるとの意見が多かった。ただし、上位
概念の物・下位概念の物の包含関係は立証次
第で一概にはいえず、また、包含関係は動機
付けの論理とは切り離して考えるべきとの意
見があった。現に事例③では、引用発明の認
定において、引用発明の車両にはリーン車両
が含まれることが周知技術であるとして認め
られたが、引用発明の車両をリーン車両とす
ることの相違点判断における論理付けは認め
られなかった。

（エ）技術常識等を表形式等で表す手法
　進歩性判断にあたり、多数の証拠により、
多数の技術常識等を認定する必要がある場合
が考えられる。特に、類型４（例えば、事例④）
では顕著である。このような多数の技術常識
等を事例④のような表形式等により示すこと
が有効であるかについて検討した。
　事例④では、その相違点２についての技術
常識を示すため判決の末尾に「別表」を添付
し（16）、甲２、４、５及び乙１、２、３、４の
それぞれの厚さ、長さ及び幅の数値の一覧が、
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本件発明の厚さ、長さ及び幅の数値と並べて
記載されている。このように複数の証拠から
いえる技術常識等を表の形式で表すことは、
一覧性があり理解がしやすいので、技術常識
等の認定に有効であるとの意見で一致した。
　表形式等を用いる場合の留意点としては、
都合の良い事例やデータだけを抽出したと反
論されるおそれがある、比較軸の設定や抽出
事項の選定が恣意的とならないよう網羅性が
必要である、との意見が多かった。反論に備
えて不利なデータを本件明細書や意見書等に
敢えて含め、それが例外である理由も用意し
て全体の信頼性を高めておくとの案に対して
は、発明課題や技術動向等のストーリーを踏
まえた高度な戦略性が求められるのではない
か、不利なデータは本来相手方が主張すべき
ではないかとのコメントが示された。
　また、技術常識等を、図の形式で表すこと、
技術の変遷・発展経緯として年表やグラフの
形式で表すことも有効であるとの意見があり、
また、複雑な事案では個々の技術常識等をわ
かりやすく名付けて図表で整理することも有
効ではないかとの意見もあった。さらに、表
形式等が活用されることで、技術常識等の認
定に必要な証拠の数量等の分析が容易になる
との意見もあった。

オ�　技術常識等の認定は「当業者」の想定に
応じて変わりうる
　技術常識は、その定義より「当業者」が有
するものであることから（（１）ア（イ）を参
照。）、技術常識等の認定にあたり、当業者が
どのような者であるのかは重要である。例え
ば事例⑤では当業者の想定（あるいは認定）は
争われていないが、バリを残すのが当然と認
識する当業者だけでなく、バリを消すのが当
然と認識する当業者も想定できるのではない
かとの指摘があり、その場合は、当業者の想
定次第で技術常識等の内容が変わり、技術常

識等を用いる類型１～４の各場面に影響が及
びうるとの意見があった。

カ　技術常識等の位置づけの整理
　参加者から、技術常識等の役割・位置づけ
として、主に、「（1）引用発明において特定
の課題が存在する（内在する）ことを当業者が
認識可能であったこと」、「（2）発明の構成に
関する事項が広く知られていたこと」、「（3）
本件発明または引用発明の認定の補助」の３
つがあるのではないかとの意見があった。こ
の意見は、前述の表３における類型ごとの技
術常識等の位置づけの整理と整合的であると
考えられる。
　表３によれば、類型１のステップＡでの技
術常識等の位置づけは、発明特定事項の解釈
の根拠であり（事例⑤）、類型２のステップＢ
での技術常識等の位置づけは、引用発明の解
釈の根拠である（事例①、③、⑤）。また、類
型３のステップＣでの技術常識等の位置づけ
は、副引用例適用の容易性の根拠であり、具
体例として主引用発明に内在する課題と、主
引用発明と副引用発明との間の解決手段の共
通性を示すものである（事例②）。なお、事例
ⒶのステップＣでの技術常識等の位置づけは、
副引用例適用の容易性の根拠と、設計事項で
あることの根拠であり、実質的にはステップ
ＣとＤでの技術常識等の位置づけの並存とも
いえる。類型４のステップＤでの技術常識等
の位置づけは、設計事項であることの根拠で
あり、具体的には（ｉ）公知の数値の傾向／構
成の公知の選択肢を示すもの（事例①、④、Ⓐ）、
（ⅱ）効果の予測可能性を示すもの（事例①、
④）、課題の捨象と上位概念化による課題認
定の根拠、均等物による置換可能性を示すも
の（事例③）等である。さらに、ステップＥで
の技術常識等の位置づけは、阻害要因の根拠
である（事例①、⑥、Ⓑ）。
　参加者からは、本研究会における類型化及
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び技術常識等の位置づけの整理を通じて、技
術常識等が単に動機付けの根拠となるだけで
なく、進歩性判断の様々な段階で、本件発明
や引用発明の認定、進歩性を肯定する阻害要
因にも用いられるなど、多様な役割を果たし
ていることに気づいたこと、実務においては、
直面している論点に応じて、どの類型の技術
常識を、どのような位置づけで立証するべき
かということを念頭に入れる必要がある旨の
コメントがあった。

（３�）論点３：技術常識等を踏まえ、相違点
をどのように判断するとよいのか

ア�　技術常識等を踏まえた相違点判断の在り
方について（類型３、４）

（ア�）進歩性の判断手順において技術常識等
を考慮するステップについて

　基本的な進歩性判断の手順に類型１～４及
び技術常識等の位置づけのステップＡ～Ｅを
付記した前述の図２に従って、技術常識等を
踏まえて本件発明と引用発明を認定し（類型
１のステップＡ、類型２のステップＢ）、本
件発明と引用発明の一致点・相違点の認定後、
技術常識等を踏まえて相違点を判断する（類
型３、４）。
　相違点の判断は、副引用例がある場合は（類
型３）、技術常識等を踏まえつつ、副引用例
による構成の付加または置換等により引用発
明から本件発明を容易に想到し得たかどうか
（ステップＣ）と、阻害要因の有無（ステップ
Ｅ）とを併せて判断し、また、相違点による
予想以上の効果の有無も考慮して進歩性の有
無の判断を導く。他方、副引用例がない場合
は（類型４）、技術常識等を踏まえつつ、引用
発明において相違点が設計事項であるかどう
か（ステップＤ）を相違点による予想以上の効
果の有無及び阻害要因の有無（ステップＥ）と
併せて判断し、進歩性の有無の判断を導く。
技術常識等は相違点判断（類型３、４）の際の、

ステップＣ～Ｅのいずれのステップにおいて
も考慮される。

（イ�）技術常識等を踏まえた相違点判断にあ
たっての留意事項

　技術常識等を踏まえた相違点の判断にあた
り、参加者からは、証拠の客観性と信頼性に
留意が必要である、技術常識等の内容や適用
範囲を明確にする必要がある、また、先ずは
技術常識等を踏まえた相違点の有無について、
文言上の構成だけではなく発明の有する機能
等の技術的意義の面からも評価した上で、技
術常識等を踏まえて相違点を判断する必要が
ある、過度に抽象的な内容の技術常識等を根
拠に判断しないように留意が必要との意見が
あった。
　また、例えば事例⑥のように進歩性を否定
する技術常識等と、進歩性を肯定する技術常
識等が並存する場合の相違点判断は、技術常
識等の信頼性や客観性が比較されるべきであ
り、証拠の数量等の単なる多数決とはなって
いないとの意見や、相違点であること自体を
否定するような技術常識等が存在すれば進歩
性の否定に傾くといった意見、阻害要因の程
度や動機付けの強さなどが考慮されて進歩性
の肯定又は否定に傾きうるとの意見もあった。

（ウ�）技術常識等を用いた相違点判断の立証
の在り方

　類型化や位置づけの議論を通じて、技術常
識等にもいろいろあり、一目瞭然、必然といっ
た立証が少なくてよいものから、立証が多く
必要なものまであるのではないか、例えば課
題の認定に使う技術常識等については、それ
ほど多くの立証は必要ないのではとの指摘が
あった。
　類型３、４における技術常識等は、対象事
実の認定の評価を含む相違点判断を根拠づけ
るため、対象事実の認定を技術常識等により
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根拠づける類型１、２における立証と比べて、
その立証は難しいことが多い。そのため、類
型３、４では、単に技術常識等を主張するだ
けでなく、例えば背景や前提の技術を含む複
数の証拠を組み合わせて十分に技術常識等を
立証する必要があるといえるのではないか。
１つの証拠から論理的に導ける場合などは立
証がしやすいことが想定され、必ずしも証拠
の数では決まらないが、複数の証拠により技
術常識等を根拠づけたほうが認められやすい
のではないかとの意見は多かった。例えば事
例①、④、Ⓐ、Ⓑの相違点判断では、複数の
証拠や複数の技術常識等を積み上げて根拠づ
けている。
　また、複数の証拠により複数の技術常識等
を示す必要がある場合には、上記（２）エ（エ）
「技術常識等を表形式等で表す手法」が有効
であるとの意見で一致した。

イ�　相違点の型（置換型、付加型）についての
考察
　参加者から、次のように、相違点の型に応
じて、相違点判断への技術常識等の影響度が
異なるとの見解が示された。置換型は、本件
発明：α＋β、主引用発明：α＋γ、副引用
例技術：βの場合をいい、付加型は、本件発
明：α＋β、主引用発明：α、副引用例技術：
βの場合をいうものとする。置換型では、置
換される構成（構成γ）が主引用発明に含まれ
ているので、その構成が有する課題、作用効
果等が明細書に明記されていることが多く、
技術常識等を使って内在課題等を認定し、動
機付けをする場面が少ない。それに対して、
付加型では、付加しようとする構成（構成β）
に相当する構成が主引用発明に含まれていな
いので、その構成に対応する課題、作用効果
等の記載も明細書にはないから、技術常識等
を使って内在課題を認定し、動機付けをする
場面が多い。

　ただし事例②のように、置換型であっても
技術常識等により内在課題を認定する場合は
ある。事例②で認定された内在課題は、ＣＯ２
排出量のより一層の削減であるところ、仮に、
事例②とは異なり、技術常識等からアンモニ
ア使用（構成β）よりも微粉炭使用（構成γ）の
方がＣＯ２排出量の削減効果が高いことがい
えるとすれば、構成γから構成βへの置換は、
技術的には可能であっても後退発明となるの
で、当業者は置換を容易に想到しないのでは
ないかとの指摘もあった。

ウ　各事例への関心について
　参加者に事例①～⑥への実務上の関心を尋
ねたところ、参加者の関心が最も高かったの
は事例①と③であった。事例①については、
発明の課題等の認定が難しいといわれる公然
実施発明であっても、技術常識等を踏まえて
発明の目的や効果を認定して本件発明の進歩
性を判断することが可能であることを示すも
のであって、実務上有益とのコメントがあっ
た。事例③については、技術常識等を踏まえ
た課題の共通性に基づく動機付けの判断は実
務上参考になるとのコメントがあった。また、
次に関心の高かった事例⑥については、関心
のある理由として、技術常識等が阻害要因と
して機能した点、特殊パラメータに関係する
事例である点が挙げられた。事例②、④、⑤
について参加者の関心はさほど高くなかった
とはいえ、事例②は強力な技術常識等といえ
る「社会的要請」という理由で判断された点、
事例④は典型的な数値限定の事例において技
術常識等が用いられた点、事例⑤は複数の技
術常識等を組み合わせてバリの合理的な位置
を導いている点が関心のある理由として挙げ
られた。以上より、事例①～⑥は、今般のト
ピック「技術常識等を踏まえた進歩性判断」
の研究題材として妥当であったと考えられる。
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（４�）論点４：審判合議体が職権を発動して
技術常識等を認定する際の留意事項

ア　留意事項
　審判は、当事者主義に基礎を置く一般民事
訴訟（民事訴訟法２４６条等）とは異なり職権
主義を基調とし、審判合議体の職権探知によ
る認定が可能な点に特徴を有している（特許
法１５０条１項及び２項、１５１条後段、
１５３条１項及び２項、１５９条２項、民事
訴訟法２３７条）。合議体が当業者を想定し、
審判当事者の主張していない技術常識等を職
権の発動により認定することは、審判種別に
よらず可能である。もっとも、職権発動する
場合は、不意打ちを防止するため当事者に反
論や意見陳述の機会を与えることに留意が必
要である（17）。こうした職権発動に対し、当事
者としては、その立場如何によって当然、感
情面の受け止めが異なることが多いといえる。
それを背景に、審判合議体が当事者の主張し
ていない技術常識等を職権の発動により認定
することは、特に当事者対立構造をとる当事
者系審判では、当業者の暗黙の前提となるよ
うな初歩的、基本的な技術常識等の認定に留
めることが望ましいとの意見が多かった。当
事者の主張を離れ、当事者の主張立証に基づ
く審理を補完する程度にとどまらないような
技術常識等を合議体の職権で認定するのは抑
制的にして、当事者対立構造の下での主張・
立証責任のバランスを考慮してほしいとの意
見もあった。また、当事者対立構造をとらな
い拒絶査定不服審判や異議申立等の査定系の
事件では、職権探知としてより広く技術常識
等が認定されることに心情的に抵抗が少ない

（17） 特許法１５３条２項、１５０条５項、１５９条２項で読み替えて準用する５０条。通常、進歩性判断の論理
構成に影響がある技術常識の場合、拒絶理由通知や取消理由通知、無効理由通知等で意見陳述の機会が付与さ
れる。

（18） 「１．職権主義…これ（※民事訴訟法）に対して審判においては、無効の審決の効力の対世的な影響が大きい
ことから、これらの当事者主義的規定を準用することなく、審判の請求があったのちは、取下げがない限り、
当事者の意思とはある程度無関係に、審判官が職権によって積極的に事件に介入し、かつ主導して審理を進め
るべき旨を規定した条項が、特許関係法に多く設けられており、職権主義の比重がきわめて大きい」

との意見、立証困難なドキュメント化されて
いない技術常識等を職権で認定してもらえる
のは当事者として助かる面もあるとの意見が
あった。
　技術常識等の職権による認定に対する当事
者の受け止めは、特に当事者系審判での勝ち
負けの立場の違いによって大きく異なり、査
定系の異議申立なら、負けても無効審判があ
ると、審判種別によっても異なるとの意見が
あった。また、当事者系審判なら何らかの技
術常識等の主張がされることは多いため、実
際には当事者が全く主張していない技術常識
等の職権による認定は少ないのではないかと
の意見や、まずは当事者が多くの役割や機能
を持つ技術常識等を適切な位置づけで主張・
立証することが好ましいとの意見もあった。
　職権による真理探究の機会は、審判が最後
の機会となる。職権による技術常識等の認定
により本件発明や引用発明を明確にして、そ
れによって相違点も明確にして判断すること
で妥当な結論が得られやすいとすれば、対世
効や事件の一回的解決の観点からは、職権認
定に期待できるところもあるとの意見もあっ
た。この職権の発動についての意見は、審判
便覧３６－０１の基本的な考え方（18）とも整
合的であるといえる。

イ�　不意打ち防止、反論・意見陳述を得るこ
との重要性

　職権で技術常識等を認定する際に当事者に
反論の機会を与えて不意打ちを防止すること
自体、手続保障等の観点から重要であるが、
反論機会の付与が不十分であることによりそ
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の後の審理が手薄になることも懸念されるべ
きで、後々の裁判を含めた審理の充実の観点
からも、実際に反論を得ておくことは重要で
あるとの指摘があった。

ウ�　当業者によって技術常識等が変わりうる
観点から
　職権で技術常識等を認定する際に、両当事
者を含め「当業者」の想定について合意形成
するステップがあることが好ましいのではな
いかとの意見があった。当業者が曖昧で、当
業者を選ばない一般的な技術常識等を認定す
ることは、初歩的、基本的な技術常識等に限
り職権で認定する観点からはよくても、技術
常識等の認定精度は下がってしまうといえる
のではないか。

３．結び 
　今般の議論による成果として、主な報告事
項を以下に列記する。
（１）進歩性判断における技術常識等の使用
場面の類型化（表１の類型１～４）
（２）事例の技術常識等による立証例に基づ
く、進歩性判断における技術常識等の位置づ

けの例（図２、表３のステップＡ～Ｅ）
（３）各類型において技術常識等として認定
されうる法令や規格、社会的要請の例（表２、
表４）
（４）技術常識や周知技術の意味、暗黙知と
の関係（論点１、図１）
（５）各類型における技術常識等の認定の例
（論点２）
（６）技術常識等を踏まえた相違点判断にお
ける留意事項、立証について（論点３）
（７）職権を発動して技術常識等を認定する
際の留意事項について（論点４）

　議論を始める前は、技術常識等の位置づけ
として、動機付けの推論の根拠として使用さ
れることを想起していた。しかし、議論を通
じて、技術常識等が動機付けの推論の根拠に
とどまらず、多様な機能を持ち、多様な位置
づけで使用されることがわかった。本報告書
が、審判制度ユーザー・代理人の弁護士や弁
理士、審判官・裁判官を含めた判断者におけ
る技術常識等についてのより一層の理解、整
理の一助となれば幸いである。
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